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※土地利用計画

　緑化位置

　駐車位置（車、自転車等）

　連絡先表示板設置位置

　室外機設置位置

　照明灯設置位置

公共施設に接近し建築する場合は、

当該施設を管理する担当課と協議

２　開発指導要綱にも該当する場合

※　開発指導要綱に必要な書類に、１の書類（要綱と重複する図書を除く）を添付

開発指導要綱に基づく
事前協議申請書の提出

関係課の承認

事前協議結果報告

受理 （建築開発課）

本申請 （建築確認申請等）

（申請者による持ち回り）

関係各課の承認終了

受理 （建築開発課）

本申請 （建築確認申請等）

内容は、個々に依る

・位置図 ・誓約書

・各階平面図 ・立面図（２面以上）

建築開発課の承認　第８－（１）ア．（１１）

道　路　課の承認　第８－（２）

学校教育課の承認　第８－（３）ア

環境推進課の承認　第８－（４）．（８）．（９）

産業観光課の承認　第８－（６）．（７）．（９）

防災危機管理課の承認　第８－（１０）ア

志木消防署消防課の承認　第８－（１０）

都市計画課の承認　第８－（１）イ．（３）イ．（５）

志 木 市 倉 庫 等 に 関 す る 指 導 指 針 の 手 続 き

1　倉庫等に関する指導指針にのみ該当する場合

申請書類

・倉庫等計画書（第１号第２号様式）

倉庫等計画書の提出（２部）
受　　付　（建築開発課）

・隣接住民説明報告書（第３号様式）

・配置図（土地利用計画を記入）

 


